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〔
商
法
　
二
四
〇
〕

少
数
株
主
が
招
集
す
る
株
主
総
会
に
関
す
る

裁
判
所
の
許
可
の
仲
裁
判
断
に
よ
る
代
置
可
能
性

（
響
羅
裟
聾
件
）
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〔
判
示
事
項
〕

　
商
法
二
三
七
条
二
項
に
基
づ
い
て
少
数
株
主
が
株
主
総
会
を
招
集
す
る

に
つ
い
て
必
要
と
な
る
裁
判
所
の
許
可
を
、
仲
裁
判
断
を
も
っ
て
代
置
す

る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
二
三
七
条
二
項

〔
事
実
〕

　
原
告
X
株
式
会
社
は
、
被
告
Y
行
政
庁
を
相
手
と
し
て
、
商
業
登
記
申

請
却
下
処
分
取
消
な
ど
を
請
求
し
、
本
許
に
及
ん
だ
。
本
件
訴
状
に
お
い

て
、
訴
外
A
が
、
原
告
X
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
と
表
示
さ
れ
て
い
る
。

訴
外
A
は
、
自
己
の
代
表
権
限
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
本
件
訴
状
と
と

も
に
、
仲
裁
人
訴
外
B
の
仲
裁
判
断
書
、
そ
の
原
本
寄
託
書
、
「
取
締
役

会
議
事
録
」
と
題
す
る
書
面
、
取
締
役
会
と
同
日
の
臨
時
株
主
総
会
議
決

に
対
す
る
無
効
確
認
な
ど
の
訴
提
起
が
な
い
こ
と
の
証
明
書
な
ど
を
提
出

し
て
い
る
。

〔
判
旨
〕

　
原
告
X
の
訴
却
下
。

　
「
仲
裁
判
断
を
基
礎
づ
け
る
仲
裁
契
約
と
は
、
本
来
民
事
上
の
紛
争
を

訴
訟
手
続
に
よ
ら
な
い
で
第
三
者
に
判
断
さ
せ
こ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る
旨
の
合
意
で
あ
る
か
ら
、
仲
裁
の
対
象
た
る
権

利
関
係
は
、
一
般
的
に
私
人
が
自
由
意
思
で
処
分
（
和
解
）
し
得
る
性
質

の
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
も
、
当
事
者
が
こ
れ
を
処
分
す
る

権
限
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
一
方
、
株
式
会
社

の
少
数
株
主
に
よ
る
株
主
総
会
招
集
に
つ
ぎ
、
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る

と
し
た
商
法
二
三
七
条
二
項
の
規
定
は
、
株
式
会
社
の
性
格
や
社
会
公
共

的
機
能
に
鑑
み
、
国
家
の
後
見
的
監
督
作
用
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、

右
は
強
行
法
規
で
あ
り
、
右
許
可
の
手
続
は
非
訟
事
件
の
性
質
を
有
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
仲
裁
判
断
を
も
っ
て
裁
判
所
の
許
可
に
代
置
し
得
な
い
こ
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と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
…
…
…
こ
れ
に
基
づ
ぎ
招
集
さ
れ
た
株
主
総

会
は
、
裁
判
所
の
許
可
が
な
い
た
め
招
集
権
限
の
な
い
者
に
よ
っ
て
招
集

さ
れ
た
不
存
在
の
も
の
で
あ
り
、
右
総
会
に
お
け
る
議
決
も
ま
た
不
存
在

と
い
う
ほ
か
な
い
・
」
よ
っ
て
、
右
の
株
主
総
会
決
議
存
在
を
前
提
と
し

て
、
訴
外
A
が
代
表
権
限
を
有
す
る
旨
の
帰
結
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
訴
外
A
を
原
告
X
株
式
会
社
の
「
代
表
者
と
認
め
る
こ
と

は
で
ぎ
ず
、
そ
の
代
表
権
を
証
す
る
書
面
の
提
出
も
な
い
か
ら
、
本
件
訴

は
訴
訟
要
件
を
欠
き
不
適
法
で
あ
る
。
」

〔
評
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
。

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
掲
載
誌
の
編
集
上
の
都
合
か
ら
か
事
実
関
係

が
詳
細
に
公
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
か
ら
す
る
と
、

下
級
裁
判
所
の
判
例
評
釈
の
対
象
と
し
て
は
、
不
適
切
と
の
評
価
も
可
能

と
考
え
ら
れ
よ
う
Q
し
か
し
、
本
件
は
、
少
数
株
主
が
招
集
す
る
株
主
総

会
に
関
す
る
裁
判
所
の
許
可
に
つ
い
て
興
味
あ
る
判
示
を
し
て
い
る
の
で
、

判
例
研
究
の
素
材
と
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
評
釈
の
対
象
と
し
て
あ
え
て
選
択
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
少
数
株
主
が
主
導
す
る
株
主
総
会
招
集
制
度
は
、
明
治
時
代
以
来
の
長

い
歴
史
を
有
す
る
。
明
治
一
七
年
の
・
エ
ス
レ
ル
草
案
の
中
に
お
い
て
、

こ
の
制
度
は
、
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
草
案
二
三
九
条

は
、
　
「
臨
時
総
会
ハ
何
時
ニ
テ
モ
第
二
百
三
十
六
条
二
記
載
シ
タ
ル
人
員

ヨ
リ
之
ヲ
招
集
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
又
総
株
金
ノ
五
分
一
以
上
二
当
ル
株
主
ヨ

リ
事
由
ヲ
挙
ケ
テ
申
立
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
招
集
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
規
定

し
て
い
た
（
司
法
省
・
ロ
エ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
〈
上
巻
〉
四
一
四
頁
）
o
な

お
、
右
条
文
に
登
場
す
る
同
草
案
二
三
六
条
は
、
　
「
株
主
総
会
ハ
頭
取
、

取
締
役
、
其
他
此
商
法
二
於
テ
招
集
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
ヨ
リ
之
ヲ
招
集

ス
ヘ
シ
」
と
規
定
し
て
い
る
（
司
法
省
・
前
掲
商
法
草
案
〈
上
巻
〉
四
一
一
頁
、

四
＝
貢
）
。
・
エ
ス
レ
ル
草
案
に
お
い
て
は
、
少
数
株
主
側
主
導
の
株
主

総
会
に
つ
い
て
、
　
「
裁
判
所
ノ
許
可
」
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
か

わ
り
、
　
「
総
株
金
ノ
五
分
の
一
以
上
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
現
行
商
法

壬
二
七
条
一
項
の
「
発
行
済
株
式
ノ
総
数
ノ
百
分
ノ
三
以
上
」
と
い
う
要

件
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
厳
重
で
あ
る
。
同
草
案
の
理
由
づ
け
に
よ
れ
ば
、

五
分
の
一
の
由
来
に
つ
き
、
　
「
独
逸
商
法
二
百
三
十
七
条
二
於
テ
ハ
会
社

資
本
ノ
十
分
一
二
当
ル
株
主
ヨ
リ
申
立
ル
ヲ
以
テ
規
則
ト
為
セ
リ
英
国
総

申
合
規
則
二
従
ヘ
ハ
総
株
主
ノ
五
分
一
ヲ
以
テ
足
レ
リ
ト
ス
本
草
案
二
於

テ
ハ
株
式
総
資
本
ノ
五
分
一
二
当
ル
株
主
ヨ
リ
申
立
ル
ヲ
以
テ
適
宜
ト
認

定
セ
リ
」
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
「
総
会
招
集
ヲ
申
立
ヘ
キ
員
数
ハ

決
シ
テ
少
数
二
失
ス
ヘ
カ
ラ
ス
若
シ
少
数
二
定
ム
ル
ト
キ
ハ
常
二
一
二
社

員
ノ
見
込
ヲ
以
テ
会
社
ノ
組
織
ヲ
素
乱
ス
ル
モ
計
リ
難
ケ
レ
ハ
ナ
リ
」
と

さ
れ
て
い
た
（
司
法
省
・
前
掲
商
法
草
案
〈
上
巻
〉
四
一
五
頁
）
o

　
明
法
二
三
年
商
法
二
〇
一
条
は
、
　
「
臨
時
総
会
ハ
臨
時
ノ
事
項
ヲ
議
ス

ル
為
メ
何
時
ニ
テ
モ
之
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
又
総
株
金
ノ
少
ナ
ク
ト
モ

五
分
一
二
当
ル
株
主
ヨ
リ
会
議
ノ
目
的
ヲ
示
シ
テ
申
立
ツ
ル
ト
キ
ハ
亦
臨

時
総
会
ヲ
招
集
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
む
、
基
本
的
に
は
、
前
出

ロ
エ
ス
レ
ル
草
案
の
立
場
を
受
け
継
い
で
い
る
。
こ
の
規
定
の
解
釈
に
よ

れ
ば
、
総
株
金
の
五
分
の
一
以
上
の
株
主
が
、
会
議
の
目
的
を
示
し
て
申

93
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し
立
て
て
く
れ
ば
、
会
社
の
「
主
業
者
ハ
仮
令
其
申
立
ヲ
不
当
ナ
リ
ト
思

為
ス
ル
モ
必
ス
義
務
ト
シ
テ
之
二
従
ヒ
招
集
ヲ
為
サ
』
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
」

と
さ
れ
て
い
る
（
岸
本
・
商
法
正
義
二
巻
四
七
九
頁
）
。
従
っ
て
、
「
裁
判
所
ノ

許
可
」
な
ど
は
、
条
文
上
か
ら
当
然
に
問
題
と
な
ら
ず
、
要
件
を
充
足
す

る
少
数
株
主
側
に
強
い
主
導
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
仲
裁
判
断
を
裁
判
所
の
許
可
に
代
置
し
得
る
か
否
か
も
問
題
と
な
ら

な
い
Q

　
明
治
三
二
年
商
法
の
第
ニ
ハ
○
条
は
、
そ
の
第
一
項
に
お
い
て
、
「
資

本
ノ
十
分
ノ
一
以
上
二
当
ル
株
主
ハ
総
会
ノ
目
的
及
ヒ
其
招
集
ノ
理
由
ヲ

記
載
シ
タ
ル
書
面
ヲ
取
締
役
二
提
出
シ
テ
総
会
ノ
招
集
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
」
と
規
定
し
、
同
条
第
二
項
は
、
　
「
取
締
役
力
前
項
ノ
請
求
ア
リ
タ

ル
後
二
週
間
内
二
総
会
招
集
ノ
手
続
ヲ
為
サ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
請
求
ヲ
為
シ

タ
ル
株
主
ハ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
其
招
集
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
明
治
壬
二
年
商
法
に
お
け
る
総
株
金
の
五
分
の
一
以

上
と
い
う
要
件
が
緩
和
さ
れ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
、
「
裁
判
所
の
許
可
」

と
い
う
要
件
が
付
加
さ
れ
、
様
相
が
一
変
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
改
正

さ
れ
た
理
由
は
、
明
治
二
三
年
「
商
法
ハ
株
主
ヨ
リ
総
会
招
集
ノ
請
求
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
理
由
ノ
有
無
当
否
ヲ
問
ハ
ス
取
締
役
ハ
必
ス
之
ヲ
招
集

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
若
シ
取
締
役
二
於
テ
之
ヲ
招
集
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
職
務

ヲ
墨
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
責
任
ヲ
負
ハ
シ
ム
ト
難
モ
株
主
ヨ
リ
毫
モ
理
由

ナ
キ
請
求
を
為
ス
ニ
モ
拘
ハ
ラ
ス
尚
総
会
ヲ
招
集
セ
シ
ム
ル
ハ
無
用
」
と

の
点
に
あ
る
（
法
典
質
疑
会
・
法
典
修
正
案
理
由
書
一
五
一
頁
）
。

　
昭
和
一
三
年
改
正
商
法
は
、
少
数
株
主
に
よ
る
株
主
総
会
招
集
の
持
株

要
件
と
裁
判
所
の
許
可
に
関
し
て
、
前
出
の
明
治
三
二
年
商
法
一
六
〇
条

第
一
項
お
よ
び
第
二
項
と
同
趣
旨
の
規
制
を
第
壬
二
七
条
第
一
項
、
第
二

項
と
し
て
踏
襲
し
て
い
る
。
す
な
わ
、
司
法
省
民
事
局
編
纂
・
商
法
中
改

正
法
律
案
理
由
書
（
総
則
会
社
）
二
一
九
頁
に
よ
れ
ぽ
、
第
二
三
七
条
は
、

「
所
謂
少
数
株
主
権
ノ
行
使
二
基
ク
総
会
ノ
招
集
二
関
ス
ル
規
定
ニ
シ
テ

第
一
項
及
第
二
項
ハ
現
行
法
第
百
六
十
条
ノ
規
定
ト
同
趣
旨
ナ
リ
」
と
さ

れ
て
い
る
（
奥
野
ほ
か
六
名
・
株
式
会
社
法
釈
義
一
四
〇
頁
も
同
旨
で
あ
る
）
o

　
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
に
お
い
て
は
、
前
出
の
第
二
一
二
七
条
一
項
の

「
資
本
ノ
十
分
ノ
一
以
上
二
当
ル
株
主
」
の
部
分
が
、
　
「
六
月
前
ヨ
リ
引

続
キ
発
行
済
株
式
ノ
総
数
ノ
百
分
ノ
三
以
上
二
当
ル
株
式
ヲ
有
ス
ル
株
主
」

と
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
、
前
出
第
二
四
七
条
二
項
の
「
取
締
役
ガ
総
会
招

集
ノ
手
続
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
」
の
部
分
が
、
　
「
総
会
招
集
ノ
通
知
ガ
発

セ
ラ
レ
ザ
ル
ト
キ
ハ
」
と
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
保
有
株
式

要
件
が
大
幅
に
緩
和
さ
れ
た
の
は
、
近
時
に
お
け
る
大
企
業
化
に
伴
う
株

式
分
散
に
対
応
す
る
当
然
の
措
置
で
あ
り
、
株
主
の
地
位
の
強
化
を
は
か

る
趣
旨
と
解
さ
れ
て
い
る
（
大
隅
”
大
森
．
逐
条
改
正
会
社
法
解
説
二
〇
四
頁
。

鈴
木
h
石
井
・
改
正
株
式
会
社
法
解
説
一
一
八
頁
も
同
旨
）
Q
昭
和
三
〇
年
の
商

法
改
正
に
よ
り
、
第
二
三
七
条
二
項
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、

株
主
が
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
招
集
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
要
件
の
合

理
的
な
改
善
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
商
法
二
三
七
条
に
つ
い
て
改
正
は

な
い
（
龍
田
「
少
数
株
主
の
総
会
招
集
権
」
会
報
一
＝
一
一
号
二
二
頁
、
二
三
頁
に
規

定
の
沿
革
に
関
す
る
明
解
な
説
明
が
あ
る
）
o

　
右
に
述
べ
て
き
た
規
定
の
沿
革
か
ら
判
明
す
る
こ
と
は
、
少
数
樵
主
に

94
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よ
る
総
会
招
集
の
持
株
要
件
の
一
貫
し
た
緩
和
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
傾
向

は
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
裁
判
所
の
許
可
」
を
仲
裁
判
断
に
よ

り
代
置
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
の
評
価
に
つ
き
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
な

の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
に
、
仲
裁
の
意
味
の
明
確

化
が
必
要
で
あ
る
。

　
仲
裁
は
、
国
家
の
訴
訟
制
度
に
よ
る
強
制
的
紛
争
解
決
に
代
え
て
、
当
事

者
が
、
相
互
の
合
意
（
仲
裁
契
約
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
選
定
す
る
私
設
の
裁
判

官
で
あ
る
仲
裁
人
の
裁
判
（
仲
裁
判
断
）
に
服
す
る
こ
と
を
約
し
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
仲
裁
人
の
行
な
う
私
の
審
判
手
続
で
あ
り
、
当
事
者
間
の
相
対

的
解
決
に
任
せ
て
差
し
支
え
な
い
普
通
の
民
事
事
件
に
関
し
て
仲
裁
判
断

に
裁
判
所
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
が
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
兼

子
・
民
事
訴
訟
法
体
系
〈
増
訂
版
〉
四
二
頁
）
。
従
っ
て
、
当
事
者
間
の
相
対
的

解
決
に
任
せ
て
お
け
な
い
何
か
が
あ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
仲

裁
判
断
で
代
置
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
少
数
株
主
に
よ
る

総
会
招
集
請
求
の
場
合
、
そ
の
持
株
要
件
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
一

層
濫
用
の
危
険
は
増
大
す
る
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
少
数
株
主
に
よ

る
総
会
招
集
請
求
に
関
し
て
の
裁
判
所
の
許
可
の
場
合
、
通
説
に
よ
れ
ば
、

裁
判
所
は
、
持
株
と
保
有
期
問
と
い
う
法
定
要
件
お
よ
び
取
締
役
が
総
会

招
集
に
応
じ
な
い
こ
と
と
い
う
形
式
的
審
査
の
外
に
、
そ
の
招
集
請
求
が

権
利
濫
用
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
河
本
・

注
釈
会
社
二
三
七
条
注
二
二
く
四
巻
五
六
頁
V
。
但
し
東
京
高
裁
昭
和
四
二
年
八
月

一
八
日
決
定
〈
判
例
時
報
四
九
五
号
七
八
頁
〉
は
、
権
利
濫
用
の
認
め
ら
れ
る
場
合

は
稀
有
と
し
て
い
る
）
。
つ
ま
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
実
質

的
審
査
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
（
龍
田
「
株
主
の
総
会
招
集
権
と
提
案
権
⇔

」
法
学
論
叢
七
一
巻
二
号
＝
二
頁
）
。
裁
判
所
に
よ
る
こ
の
実
質
的
審
査
権
を

通
じ
て
、
国
家
は
、
株
主
権
の
こ
の
分
野
に
お
け
る
適
切
な
行
使
に
関
心

を
示
し
得
る
し
、
ま
た
、
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
株
主
権
の
適
切
な
行
使
に
よ
っ
て
株
式
会
社
と
い
う
企
業
組
織
が

円
滑
に
運
営
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
国
家
の
経
済
に
と
り
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
少
数
株
主
に
よ
る
総
会
招
集
請
求
の
持
株
要
件
が

緩
和
さ
れ
、
株
主
の
地
位
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
反
面
に
お
い
て
、

濫
用
の
危
険
も
一
層
増
大
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
こ
に
裁
判
所
の
許
可
と

い
う
手
段
に
よ
り
歯
止
め
を
か
け
る
利
益
を
国
家
は
有
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
少
数
株
主
に
よ
る
総
会
招
集
申
請
を
認
許
す
る
決
定

は
、
　
一
種
の
形
成
力
を
持
ち
、
そ
の
性
質
上
、
明
文
規
定
は
な
い
が
対

世
効
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
（
龍
田
・
前
掲
法
学
論
叢
七
【
巻
．

二
号
三
〇
頁
〉
、
前
出
の
株
主
権
濫
用
へ
の
歯
止
め
と
い
う
観
点
と
あ
い
ま

っ
て
、
裁
判
所
の
許
可
を
通
じ
て
の
国
家
の
関
与
は
一
層
意
昧
の
あ
る
こ

と
と
解
さ
れ
る
・
自
治
的
か
つ
相
対
的
に
解
決
の
つ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、

国
家
機
関
を
煩
わ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
、
国
家
的
な
「
御
墨
付
」
を
求
め

る
必
要
も
な
い
。
し
か
し
、
国
家
自
身
の
利
益
が
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い

て
見
て
取
れ
る
場
合
に
は
、
石
の
よ
う
に
割
り
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
仲
裁
判
断
を
も
っ
て
裁
判
所
の
許
可
に
代
置
で
き

な
い
と
解
さ
れ
る
Q
そ
し
て
、
無
権
限
者
に
よ
り
招
集
さ
れ
た
総
会
の
決

議
は
不
存
在
と
解
さ
れ
る
か
ら
（
谷
川
・
注
釈
会
社
塗
一
四
七
条
注
五
〈
四
巻
一

八
六
頁
〉
）
、
少
数
株
主
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
許
司
を
得
て
招
集
さ
れ
た
も
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の
と
評
価
さ
れ
な
い
本
件
総
会
決
議
も
不
存
在
と
解
さ
れ
る
。
以
上
の
次

第
で
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
な
お
、
文
献
引
用
部
分
に
つ
い
て
は
、
現
代
的
な
表
記
に
あ
ら
た
め
た
Q

一
九
八
三
年
一
一
月
八
日
稿

　
　
　
加
藤
　
　
修
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